
指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕 

老人デイサービスセンターらいこうじ 運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 社会福祉法人長岡老人福祉協会（以下「事業者」という。）が運営する老人デイサ

ービスセンターらいこうじ（以下「事業所」という。）が行う指定地域密着型通所介

護〔介護予防通所サービス〕事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保する

ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、

介護職員、機能訓練指導員（以下「地域密着型通所介護従事者〔介護予防通所サー

ビス従事者〕」という。）が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対し、適切な指

定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕又は介護予防・日常生活支援総合

事業サービスを提供する事を目的とする。 

  

  （運営の方針） 

第２条 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限り住

み慣れた地域での居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、さらに利用者

の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の

軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援

助を行う。 

    介護予防通所サービスの提供にあたって、要支援状態の利用者に可能な限りその

居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支

援及び機能訓練を行うことにより、要支援者の心身機能の回復を図り、もって要支

援者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。 

  ２   利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、

計画的に行うものとする。     

 ３  利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努

めるものとする。 

  ４  事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅

介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サ

ービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民との連携に努めるものとする。 

 ５  指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の提供の終了に際しては、利

用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報

の提供を行う。 

 ６  前５項のほか、「長岡市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基

準等に関する条例（平成 24 年長岡市条例第 52 号）」、又は「長岡市介護予防・日常

生活支援総合事業における第１号訪問事業及び第１号通所事業の人員、設備及び運

営等に関する基準を定める要綱」（平成２９年長岡市告示第１０８号）」その他の関

係法令等の内容を遵守し、事業を実施するものとする。 



（事業の運営） 

第３条 指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の提供にあたっては、事業所

の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。 

 

（事業所の名称等） 

第４条 事業を実施する事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 

 （１）事業所の名称    老人デイサービスセンターらいこうじ 

 （２）事業所の所在地    新潟県長岡市来迎寺甲２６０７番地２ 

 

 （従業者の資格） 

第５条 当事業に従事する者の資格は次のとおりとする。 

 （１）生活相談員    社会福祉士又は社会福祉主事及びその任用資格 

 （２）看護職員     看護師、准看護師 

 （３）機能訓練指導員  理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、 

             柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師 

 

 （従業員の職種、員数及び職務の内容） 

第６条 事業者は管理者及び従業員を次のとおり配置し、職務内容を次により定める。 

 （１）管理者１人(兼務) 

    管理者は、所属職員を指揮監督し、関係機関との連携を図り、設備や備品の衛生   

管理を図り、併せて緊急時の対応を行うなど、適切に事業を実施できるよう、総括   

する。 

 （２）生活相談員１人以上 

    ①利用者の受け入れに関すること。 

    ②利用者の介護計画又は介護予防計画に沿ったサービスの提供に関すること。 

 （３）看護職員１人以上 

    ①利用者の健康チェックに関すること。 

    ②利用者の看護、保健及び衛生管理に関すること。 

        ③口腔機能向上に関すること。 

 （４）機能訓練指導員１人以上（看護職員兼務） 

    個別機能訓練に関すること。 

 （５）介護職員１人以上 

    ①利用者の処遇計画における各種サービス提供に関すること。 

    ②利用者の機能訓練の援助に関すること。 

    ③利用者の介護、介助に関すること。 

  （６）運転員１人以上(兼務） 

        ①利用者の送迎に関すること。 

        ②車両の維持管理に関すること。 

                        

 （営業日及び営業時間） 

第７条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。 

 （１）営業日        月曜日から日曜日までの毎日とする。 



 （２）営業時間      午前８時３０分から午後５時００分までとする。 

但し、必要に応じて時間延長ができる。 

 （３）サービス提供時間 午前９時３０分から午後３時４０分までとする。 

   

 （指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕実施単位及び利用定員） 

第８条 実施単位及び利用定員を次のとおりとする。 

 （１）指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サーヒス〕 １単位とする。 

 （２）利用定員を１０名とする。 

 

 （指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の内容） 

第９条 指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の内容は、次のとおりとする。 

 （１）身体介護又は支援に関すること 

    ①食事 

    ②衣類着脱 

    ③入浴 

    ④排泄 

    ⑤個別機能訓練（介護予防通所サービスにおいては生活機能向上グループ活動） 

 （２）送迎に関すること 

    リフト付送迎車などによる送迎 

 （３）相談、助言に関すること 

    ①健康管理による相談、助言に関すること 

    ②その他必要な相談、助言 

  （４）延長サービスに関すること 

    通所介護の前後に行われる日常生活上の世話 

 

 （地域密着型通所介護計画〔介護予防通所サービス計画〕の作成等） 

第１０条 地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の提供を開始する際には、利

用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況

を十分に把握し、個別に地域密着型通所介護計画〔介護予防通所サービス計画〕

を作成する。また、既に居宅介護サービス計画が作成されている場合は、その

内容に従った地域密着型通所介護計画〔介護予防通所サービス計画〕を作成す

る。 

２  地域密着型通所介護計画〔介護予防通所サービス計画〕、変更の際には利用者

または家族に対し、当該計画の内容を説明して、同意を得て、交付する。 

３  利用者に対し、地域密着型通所介護計画〔介護予防通所サービス計画〕に基

づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービス管理、評価を定期

的に行い、必要に応じて当該計画の変更を行うものとする。 

 

 （利用料その他の費用の額） 

第１１条 指定地域密着型通所介護等の利用料は、「指定地域密着型サービスに要する費用

の額の算定に関する基準（平成18年3月14日厚労告第126号）」及び「指定介護予防サービ

スに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年３月14日厚労告第127号）」又は「長



岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成29年長岡市告示第107号）」に定め

る額とし、事業者が法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者から本人負担分

の支払いを受けるものとする。 

２ 事業者は、前項に定める額のほか、次の各号に掲げる費用の支払いを受けるものとす

る。 

（１）食事の提供に要する費用          昼食 ７３０円 

（２）医師等の指導による特別な食事に要する費用      実費 

（３）おやつ代                     ５０円 

（４）おむつ代                      実費  

（５）利用時間延長にかかる費用        ５００円（１７時から１時間あたり） 

（６） 指定地域密着型通所介護等で提供されるサービスのうち、日常生活において通常必

要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの 

ア 利用者の希望により提供する日常生活に必要な身の回り品の費用 実費 

   イ 利用者の希望により提供する日常生活に必要な教養娯楽費の費用 実費 

３ 前２項の費用の徴収に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対して当該サー

ビスの内容及び費用について説明し同意を得るものとする。ただし、前項第１号の費用

については、文書により説明し同意を得るものとする。 

４ 第２項第１号の額を変更する場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対して、文書

により説明し同意を得るものとする。 

 

（通常の事業実施地域） 

第１２条  本事業の通常実施地域は次の地域とする。 

    ・長岡市 

      

（緊急時の対応方法） 

第１３条 サービスの利用中、利用者に体調、病状に急変その他の緊急事態が生じたとき    

は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。主治医に対する連    

絡が困難な場合には、協力病院に連絡をとり、緊急搬送などの処置を講ずること    

とする。 

 

 （非常災害対策） 

第１４条 非常災害が発生した時は、老人デイサービスセンターらいこうじの消防計画に

従って対応するものとする。 

  ２  防災訓練は年２回以上行なう。 

 

 （衛生管理等） 

第１５条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水等

について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとす

る。 

２  事業者は、事業所内において感染症の発生またはそのまん延の防止をするため

に、必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるもの

とする。 



（サービス利用にあたっての留意事項） 

第１６条 サービスの利用にあたり、利用者ならびにその家族に対し、サービス利用にあ

たっての次の留意事項を充分説明し、理解を得るものとする。 

  （１）サービス利用にあたり、担当職員の指示に従うこと。 

  （２）担当職員の指示に従わないで、施設の秩序を乱した場合は利用をお断りするこ

とがあること。 

  （３）サービスの利用にあたり、指定の物品について持参願うこと。 

  （４）サービス利用日の朝体温を計測し、その結果をサービス利用に先立って担当職    

員へ報告すること。 

    （５）サービス利用日に先立って行う健康チェックの結果により、サービスの提供を        

見合わせる場合があること。 

    （６）サービス利用にあたり持参した物品については、紛失しないよう氏名を記載す

るなどして注意すること。 

（７）送迎時間については、気象状況、道路状況、利用者の心身状況により多少前後 

    する場合があること。 

 

（地域との連携等） 

第１７条 指定地域密着型通所介護事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はそ 

の自発的活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。 

  ２  指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者家族、地域住 

民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、市役所 

職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会

（以下、この項において「運営推進会議」という。）を設置し、おおむね６月

に１回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価

を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。 

 ３  指定地域密着型通所介護事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等につい

ての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。 

 

（事故発生時の対応） 

第１８条 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕

の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者

に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものと

する。 

２  前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなけれ

ばならない。 

３  利用者に対する指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の提供に

より賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。 

 

（苦情処理等） 

第１９条 指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕の提供に係る利用者及び

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものと

する。 



２  前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３  事業所は提供した指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕に関し、

介護保険法の規定により市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提示の

求めまたは当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、および市町村が行う調

査に協力するとともに市町村から指導または助言を受けた場合は、当該指導ま

たは助言に従って必要な改善を行うものとする。 

４  事業所は、提供した指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕に係

る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとと

もに国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、当該指導ま

たは助言に従って必要な改善を行うものとする。 

５  事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は改善内容を報告する

ものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第２０条 事業所は、利用者または家族の個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」および厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報

の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものと

する。 

２  事業者が得た利用者または家族の個人情報については、事業者での介護サー

ビスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供に

ついては利用者または家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。 

 

（虐待の防止のための措置）  

第２１条  事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなけ

ればならない。  

（１） 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。  

（２） 事業所における虐待防止のための指針を整備する。 

（３） 事業所において、職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。 

（４） （１）～（３）に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。  

２  事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐 

待等に対する調査等に協力するよう努めるものとする。 

 

（身体拘束等） 

第２２条 事業所は、利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急

やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行わ

ないものとする。なお、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合には、利用者、家

族に「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」により説明を行い同意を受

け、その対応及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得な

い理由を記録するものとする。 

２  緊急やむを得ず身体拘束を行った場合について、常に観察、再検討し、要件

に該当しなくなったときには直ちに解除する。 



（秘密保持） 

第２３条 職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密

を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様と

する。 

２  前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契

約書などに明記する。 

 

（職員の研修） 

第２４条 事業者は、すべての職員に対し、職員の資質向上の為、随時、研修機会を設

けるものとする。 

 

（記録の整備） 

第２５条 事業者は、利用者に対する指定地域密着型通所介護〔介護予防通所サービス〕

の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から５年間保存しな

ければならない。 

（１）地域密着型通所介護計画〔介護予防通所サービス計画〕 

（２）提供した具体的サービス内容等の記録 

（３）利用者に関する市町村への報告等の記録 

（４）苦情の内容等に関する記録 

（５）事故の状況および事故に対する処置状況の記録 

（６）身体拘束の内容等に関する記録 

２ 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日

から５年間保存しなければならない。 

 

 附 則  この規程は、平成１６年１０月１日から施行する。 

        この改正規程は、平成１７年 ４月１日から施行する。 

            この改正規程は、平成１７年１０月１日から施行する。 

            この改正規程は、平成１８年  ４月１日から施行する。 

            この改正規程は、平成２２年 ４月１日から施行する。 

            この改正規程は、平成２７年  ４月１日から施行する。 

            この改正規程は、平成２７年 ８月１日から施行する。 

            この改正規程は、平成２８年  ４月１日から施行する。 

この改正規程は、平成２９年  ４月１日から施行する。 

この改正規程は、平成３０年  ４月１日から施行する。 

この改正規程は、令和 １年１０月１日から施行する。 

この改正規程は、令和 ４年 ４月１日から施行する。 

この改正規程は、令和 ４年 ９月１日から施行する。 

この改正規程は、令和 ５年 ４月１日から施行する。 

この改正規程は、令和 ６年 ４月１日から施行する。 

この改正規程は、令和 ７年 ４月１日から施行する。 


